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4 2018（平成30年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月1日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 5月1日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 5月1日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月16日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 5月1日

　この４月からビールの定義が改正され、主
原料である麦芽の比率が50％（改正前67％）
以上のものがビールとして表示できるととも
に、ビールの範囲に、副原料として新たに果
実や一定の香味料を加えて発酵させたものが
加えられます。ビールの範囲拡大の背景には、
特色ある地ビール開発の推進があります。

ワンポイント ビールの定義の見直し

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日　30日・振替休日

日 月 火 水 木 金 土
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福
利
厚
生
費
と
は
、
職
場
で
人
が

快
適
に
働
く
た
め
の
環
境
作
り
の
費

用
で
あ
り
、
や
る
気
を
高
め
る
た
め

に
と
て
も
重
要
で
す
。

　

そ
の
福
利
厚
生
費
の
損
金
と
な
る

ポ
イ
ン
ト
は
、
全
社
員
が
公
平
に
利

用
で
き
る
こ
と
と
、
常
識
の
範
囲
内

の
支
給
で
あ
る
こ
と
で
す
。
社
員
の

一
部
の
み
を
対
象
と
し
た
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
や
社
員
旅
行
、
高
額
な
海

外
旅
行
な
ど
は
、
参
加
社
員
に
対
す

る
給
与
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
課
税

さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
注
意
が

必
要
で
す
。

　

以
下
、
福
利
厚
生
費
と
し
て
計
上

で
き
る
事
例
を
列
挙
し
て
い
き
ま
す

の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

１　

制
服
代

　

会
社
が
制
服
を
着
用
さ
せ
る
た
め

の
費
用
は
、
条
件
を
満
た
せ
ば
福
利

厚
生
費
と
な
り
ま
す
。

〈
制
服
費
用
の
要
件
〉

・
会
社
内
で
の
着
用
を
想
定
し
、
通

勤
や
社
外
で
着
用
し
な
い
も
の

・
社
名
や
会
社
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
入

っ
て
い
る
も
の

・
制
服
と
し
て
明
ら
か
に
従
業
員
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
も
の

例
…
…
事
務
服
や
、
現
場
作
業
員
が

着
用
す
る
特
殊
な
も
の
な
ど
が
該

当
２　

通
勤
費

　

役
員
・
従
業
員
に
支
給
す
る
通
勤

費
は
、
限
度
額
ま
で
は
所
得
税
が
非

課
税
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
自
宅
か
ら
会
社
ま
で
の
交

通
費
は
「
福
利
厚
生
費
」、
会
社
以

外
の
取
引
先
な
ど
へ
の
移
動
費
用
は

「
旅
費
交
通
費
」
と
い
う
の
が
本
来

の
考
え
方
で
す
。

３　

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
費
用

　

忘
年
会
、
新
年
会
、
歓
送
迎
会
な

ど
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
費
用
は
、

福
利
厚
生
費
と
し
て
計
上
で
き
ま
す
。

〈
費
用
と
な
る
条
件
〉

・
全
社
員
を
対
象
と
す
る
こ
と
（
た

だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
で
参

加
で
き
な
い
場
合
を
除
く
）

・
会
社
の
費
用
負
担
が
「
一
律
」
で

あ
る
こ
と

・
会
社
が
負
担
す
る
金
額
が
社
会
通

念
上
か
ら
み
て
高
額
で
な
い
こ
と

　

な
お
、
前
記
の
要
件
を
満
た
す
場

合
で
あ
っ
て
も
社
員
に
現
金
で
支
給

す
る
と
、
給
与
と
し
て
課
税
対
象
と

な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

４　

社
員
旅
行

　

社
員
旅
行
は
、
次
の
要
件
を
満
た

せ
ば
福
利
厚
生
費
と
し
て
計
上
で
き

ま
す
。

〈
社
員
旅
行
の
要
件
〉

・
旅
行
期
間
が
四
泊
五
日
以
内
で
あ

る
こ
と

・
旅
行
の
参
加
人
数
が
全
体
人
数
の

五
〇
％
以
上
で
あ
る
こ
と

・
旅
行
の
参
加
者
が
役
員
だ
け
で
な

い
こ
と

・
自
己
都
合
で
旅
行
に
参
加
し
な
か

っ
た
人
に
現
金
を
支
給
し
な
い
こ

と
・
取
引
先
と
の
接
待
旅
行
で
な
い
こ

と
５　

慶
弔
見
舞
金

　

従
業
員
や
役
員
に
対
し
て
、
お
祝

い
や
お
葬
式
な
ど
で
一
定
の
基
準
に

従
っ
て
支
給
さ
れ
る
金
銭
は
、
福
利

厚
生
費
と
な
り
ま
す
。

例
…
…
結
婚
祝
、出
産
祝
、見
舞
金
、

香
典
、
お
祝
い
の
品
、
花
輪
代
等

　

な
お
、
金
額
は
、
支
給
を
受
け
る

役
員
・
従
業
員
の
地
位
な
ど
に
照
ら

し
て
社
会
通
念
上
妥
当
と
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
れ
ば
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

６　

健
康
診
断
費
用

　

役
員
や
従
業
員
を
対
象
と
し
た
健

康
診
断
費
用
や
人
間
ド
ッ
ク
の
費
用

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
福
利
厚

生
費
と
し
て
処
理
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、次
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

〈
健
康
診
断
費
用
の
要
件
〉

・
全
役
員
・
従
業
員
を
健
康
診
断
の

効
果
的
な

　福
利
厚
生
費
の
事
例

―

損
金
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
は
？―

非課税交通費の限度額（月額）　　　　（単位：円）
電車・バスを利用 150,000

マ
イ
カ
ー
・
自
転
車
を
利
用

片道55㎞以上 31,600
片道45㎞以上55㎞未満 28,000
片道35㎞以上45㎞未満 24,400
片道25㎞以上35㎞未満 18,700
片道15㎞以上25㎞未満 12,900
片道10㎞以上15㎞未満 7,100
片道２㎞以上10㎞未満 4,200
片道２㎞未満 全額課税



3─４月号

対
象
と
す
る
こ
と

・
健
康
診
断
を
受
け
た
全
員
分
の
費

用
を
会
社
が
負
担
す
る
こ
と

・
健
康
管
理
上
必
要
と
さ
れ
る
程
度

の
常
識
の
範
囲
内
の
費
用
で
あ
る

こ
と

　

費
用
に
つ
い
て
は
、
会
社
が
直
接

診
療
機
関
に
支
払
い
を
す
る
必
要
が

あ
り
、
会
社
が
お
金
を
社
員
に
渡
し

て
、
社
員
が
自
分
で
診
療
機
関
に
支

払
う
場
合
は
、
福
利
厚
生
費
に
は
該

当
せ
ず
、
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
る

の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

７　

食
事
代
の
補
助
（
残
業
食
事
代

な
ど
）

　

役
員
や
従
業
員
に
支
給
す
る
食
事

は
、
次
の
二
つ
の
要
件
を
い
ず
れ
も

満
た
し
て
い
れ
ば
、
福
利
厚
生
費
と

し
て
計
上
で
き
ま
す
。

〈
食
事
代
の
補
助
の
要
件
〉

①　

役
員
や
従
業
員
が
、
食
事
の
金

額
の
半
分
以
上
を
負
担
し
て
い
る

こ
と
（
残
業
や
宿
日
直
除
く
）

②　

会
社
負
担
額
が
一
カ
月
当
た
り

三
、五
〇
〇
円
（
税
抜
き
）
以
下
で

あ
る
こ
と

　

前
記
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ

ば
、
会
社
負
担
分
は
給
与
と
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
深
夜
勤
務
者
に
対
し
夜
食

の
支
給
が
で
き
な
い
た
め
、
現
金
で

一
食
当
た
り
三
〇
〇
円
（
税
抜
き
）

以
下
の
金
額
を
支
給
す
る
場
合
は
福

利
厚
生
費
と
し
て
計
上
で
き
ま
す
。

な
お
、
残
業
や
宿
日
直
を
行
う
時
に

支
給
す
る
食
事
は
、
無
料
で
支
給
し

て
も
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

８　

会
社
の
常
備
薬

　

常
備
薬
を
会
社
で
購
入
し
た
場
合

は
、
福
利
厚
生
費
と
し
て
計
上
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
福
利
厚
生
費
は
、

全
社
員
に
公
平
で
あ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
の
で
、風
邪
薬
や
頭
痛
薬
、

マ
ス
ク
な
ど
は
認
め
ら
れ
ま
す
が
、

一
部
の
社
員
に
し
か
該
当
し
な
い
よ

う
な
薬
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

９　

社
宅

　

取
扱
い
が
、
従
業
員
と
役
員
で
異

な
り
ま
す
。

⑴
　
従
業
員
の
場
合

　

会
社
が
従
業
員
に
提
供
す
る
社
宅

に
つ
い
て
は
、
一
定
の
方
法
で
計
算

し
た
賃
貸
料
相
当
額
の
五
〇
％
以
上

の
金
額
を
従
業
員
か
ら
受
け
取
っ
た

場
合
、
会
社
負
担
額
は
福
利
厚
生
費

に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
従
業
員
か
ら
受
け
取
っ

た
家
賃
の
額
が
賃
貸
料
相
当
額
の
五

〇
％
未
満
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
受

け
取
っ
た
家
賃
と
賃
貸
料
相
当
額
と

の
差
額
は
給
与
と
な
り
ま
す
。

例
…
…
賃
貸
料
相
当
額
が
一
万
円
の

場
合

・
従
業
員
に
無
償
で
貸
与
す
る
場
合

に
は
、
一
万
円
が
給
与
と
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
。

・
従
業
員
か
ら
六
、
〇
〇
〇
円
の
家

賃
を
受
け
取
る
場
合
に
は
、
五
〇

％
以
上
と
な
り
ま
す
の
で
、
差
額

は
給
与
と
は
さ
れ
ず
、
福
利
厚
生

費
と
な
り
ま
す
。

⑵
　
役
員
の
場
合

　

役
員
に
提
供
す
る
社
宅
に
つ
い
て

は
、
賃
貸
料
相
当
額
を
役
員
か
ら
徴

収
し
た
場
合
、
給
与
と
し
て
課
税
さ

れ
ず
福
利
厚
生
費
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
役
員
か
ら
徴
収
し
た
家

賃
が
賃
貸
料
相
当
額
未
満
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
徴
収
し
た
家
賃
と
賃

貸
料
相
当
額
と
の
差
額
は
給
与
と
な

り
ま
す
。
賃
貸
料
相
当
額
は
、
貸
与

す
る
社
宅
の
床
面
積
に
よ
り
、
小
規

模
な
住
宅
と
そ
れ
以
外
の
住
宅
と
に

分
け
て
計
算
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
の
社
宅
が
社
会
通
念
上
一
般
に
貸

与
さ
れ
て
い
る
社
宅
と
認
め
ら
れ
な

い
、
い
わ
ゆ
る
豪
華
な
社
宅
で
あ
る

場
合
は
、
時
価
（
実
勢
価
額
）
が
賃

貸
料
相
当
額
に
な
り
ま
す
。

10　

保
養
所

　

保
養
所
の
購
入
や
、
リ
ゾ
ー
ト
ク

ラ
ブ
の
会
員
権
な
ど
は
、
要
件
を
満

た
せ
ば
福
利
厚
生
費
と
し
て
計
上
で

き
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

〈
保
養
所
の
要
件
〉

・
経
済
的
利
益
が
多
額
で
な
い
こ
と

・
役
員
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
な
い

こ
と

　

保
養
所
の
運
営
費
と
、
利
用
者
の

実
際
の
負
担
金
額
と
の
差
が
多
額
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
差
額
分
が
給
与

と
み
な
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
実
際
の

利
用
者
が
、
役
員
の
み
で
あ
っ
た
場

合
に
も
給
与
と
さ
れ
ま
す
。
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　居住者が外国株（上場株式等）の配当金
を受け取ったときは、まず、租税条約等に
基づいて外国の税金がかかります。
　その上で、日本においても、原則として、
受け取った配当金から外国で課された税金
を控除した残額に対して所得税等がかかる
こととなります。所得税の課税方式は、国
内株式（上場株式等）の配当金と同じで、
①総合課税　②申告分離課税　③源泉分離
課税が設けられており、その中から、納税
者が選択します。
　①総合課税を適用するときは所得に応じ
た税率が適用されます。また、②申告分離
課税と③源泉分離課税を選択するときの税
率は20.315％（所得税等15.315％、住民
税5％）となります。なお、国内株式の場
合で①総合課税を選択すると、配当控除を
受けることができますが、外国株の場合は

配当控除を受けることができません。
　①総合課税と②申告分離課税を選択する
ときは、確定申告をする必要がありますが、
③源泉分離課税を選択するときは、源泉徴
収で課税が済んでいるため、確定申告の必
要はありません。
　このように、外国株からの配当金には、
外国と日本で二重に課税されることとなり
ますが、その二重課税の状態を排除するた
め「外国税額控除」という制度が設けられ
ています。
　外国税額控除とは、一定の場合に、外国
で納めた税金を日本の所得税から控除する
ことができる制度で、所得税から控除しき
れない場合は住民税から控除することがで
きます。
　この外国税額控除を利用するには、①総
合課税または②申告分離課税を選択し、確
定申告をする必要があります。なお、ＮＩ
ＳＡ口座では外国税額控除の適用をするこ
とはできません。

外国株（上場株式等）の配当
金を受け取ったときの税金

　所得税の確定申告分や予定納税分及び個
人事業者の消費税の確定申告分や中間申告
分の納税については、指定した金融機関の
預貯金口座から自動的に納税が行われる振
替納税の方法によることができます。振替
納税は税目ごとに事前に手続きをしておく
ことが必要ですが、一度手続きを行えば、
同一税目の次回以降の納付も振替納税とな
ります。
　この振替納税を利用している者が、期限
内に納付できなかった場合や、振替口座の
残高不足等で振替できなかった場合には、
法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税
がかかります。この場合、再振替はされな
いため、金融機関または所轄の税務署の納
税窓口で本税と延滞税を併せて納付しなけ
ればなりません。なお、平成30年中におけ
る延滞税の割合は、納期限の翌日から2か
月を経過する日までは、年2.6％の割合で、
それ以後は、年8.9％の割合となります。

振替納税を利用していて期限
内に納付できなかったとき　

印
紙
税
は
、
通
常
、
作
成
し
た
課

税
文
書
に
所
定
の
額
面
の
収
入
印
紙

を
は
り
付
け
、
印
章
や
署
名
で
消
印

す
る
方
法
に
よ
っ
て
納
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
印
紙
税
を
納
め
る
必
要

の
あ
る
者
が
、
納
付
す
べ
き
印
紙
税

を
課
税
文
書
の
作
成
の
時
ま
で
に
納

付
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
当
初
に

納
付
す
べ
き
印
紙
税
の
額
の
三
倍
に

相
当
す
る
過
怠
税
が
徴
収
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
調
査
を
受
け
る
前
に
、

自
主
的
に
不
納
付
を
申
し
出
た
と
き

は
一
・
一
倍
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
印
紙
を
は
り
付
け
た
も
の
の
消

印
が
適
切
で
な
い
場
合
に
は
、
消
印

さ
れ
て
い
な
い
印
紙
の
額
面
に
相
当

す
る
金
額
の
過
怠
税
が
徴
収
さ
れ
ま

す
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
過
怠
税
は
、
法

人
税
の
損
金
や
所
得
税
の
必
要
経
費

と
は
な
り
ま
せ
ん
。

印
紙
税
を
納
め
な
か
っ
た
と
き
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ


